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衆
議
院
議
員
早
稲
田
夕
季
君
提
出
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
防
災
を
実
現
す
る
た
め
の
個
別
計
画
の
策
定
促
進
に
関
す
る
質
問

に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

平
成
三
十
年
六
月
一
日
時
点
に
お
け
る
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
（
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二

十
三
号
）
第
四
十
九
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
を
い
う
。
以
下
「
名
簿
」
と
い
う
。
）
の
作
成

等
に
係
る
取
組
状
況
の
調
査
に
お
い
て
、
名
簿
を
作
成
済
み
で
あ
る
と
回
答
し
た
千
六
百
八
十
七
市
区
町
村
の
う
ち
、
名
簿

に
記
載
し
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
者
全
員
に
つ
い
て
の
個
別
計
画
（
個
々
の
避
難
行
動
要
支
援
者
（
同
項
に
規
定
す
る
避

難
行
動
要
支
援
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ご
と
に
避
難
支
援
等
関
係
者
（
同
法
第
四
十
九
条
の
十
一
第
二
項
に
規
定
す
る

避
難
支
援
等
関
係
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
等
を
明
ら
か
に
し
た
具
体
的
な
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
作
成
済
み

で
あ
る
と
回
答
し
た
市
区
町
村
が
二
百
三
十
九
市
区
町
村
、
名
簿
に
記
載
し
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
者
の
う
ち
一
部
に
つ

い
て
の
個
別
計
画
を
作
成
済
み
で
あ
る
と
回
答
し
た
市
区
町
村
が
七
百
四
十
一
市
区
町
村
、
個
別
計
画
を
未
作
成
で
あ
る
と

回
答
し
た
市
区
町
村
が
七
百
七
市
区
町
村
と
な
っ
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 



 

２ 

 

 
 

市
区
町
村
に
お
い
て
個
別
計
画
の
策
定
が
進
ん
で
い
な
い
個
々
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
網
羅
的
に
把
握
し
て

い
な
い
が
、
例
え
ば
、
避
難
支
援
等
関
係
者
に
対
し
、
個
別
計
画
作
成
の
前
提
と
な
る
名
簿
情
報
（
災
害
対
策
基
本
法
第
四

十
九
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
名
簿
情
報
を
い
う
。
）
を
提
供
す
る
こ
と
に
つ
い
て
避
難
行
動
要
支
援
者
本
人
の
同
意

が
得
ら
れ
な
い
こ
と
、
避
難
支
援
等
関
係
者
の
協
力
・
調
整
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
個
別
計
画
に
よ
ら
ず
に
、
地
域
の
自
主

的
な
取
組
に
よ
り
、
迅
速
か
つ
円
滑
な
避
難
が
で
き
る
仕
組
み
が
構
築
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
得
る
こ
と
等
が
考
え
ら
れ
る 

三
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
市
町
村
の
果
た
す
べ
き
具
体
的
な
役
割
や
責
任
に
つ
い
て
」
は
、
「
避
難
行
動
要
支
援
者
の
避
難
行
動
支
援

に
関
す
る
取
組
指
針
」
（
平
成
二
十
五
年
八
月
内
閣
府
（
防
災
担
当
）
公
表
）
に
お
い
て
、
「
市
町
村
が
個
別
に
避
難
行
動

要
支
援
者
と
具
体
的
な
打
合
せ
を
行
い
な
が
ら
、
個
別
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
」
こ
と
、
ま
た
、
「
市
町
村
は
、

民
生
委
員
や
社
会
福
祉
協
議
会
、
自
主
防
災
組
織
や
自
治
会
、
福
祉
事
業
者
等
に
、
避
難
行
動
要
支
援
者
と
避
難
支
援
等
関

係
者
の
打
合
せ
の
調
整
、
避
難
支
援
等
関
係
者
間
の
役
割
分
担
の
調
整
等
を
行
う
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
し
て
の
協
力
を
得

て
、
そ
れ
ら
の
者
と
連
携
し
つ
つ
、
一
人
一
人
の
個
別
計
画
の
作
成
内
容
や
進
捗
状
況
、
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
状
況
等
を
把
握

し
、
実
効
性
の
あ
る
避
難
支
援
等
が
な
さ
れ
る
よ
う
、
個
別
計
画
の
策
定
を
進
め
て
い
く
こ
と
」
と
記
載
し
て
い
る
と
こ
ろ 。 



 

３ 

 

で
あ
り
、
今
後
と
も
様
々
な
機
会
を
通
じ
て
、
市
区
町
村
に
対
し
て
周
知
し
て
ま
い
り
た
い
。 


